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定     款 
 
 

第１章   総   則 

 

(商号) 

第１条 当会社は、株式会社美濃ベースと称する。 

 

(目的) 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．建物全般に関するリフォーム業 

２．建築工事・土木工事・土地開発・都市開発・地域開発に関す

る企画、設計、管理、施工、請負 

３．不動産の売買、賃貸、交換、分譲、管理及びその仲介又は代

理業 

４．フランチャイズシステムによる建物全般に関するリフォーム

会社の加盟店の募集及び加盟店の経営指導と商標商材の販売 

５．一般廃棄物及び産業廃棄物の処理 

６．各種動産のリース、賃貸借、売買（割賦販売を含む）及び保

守管理 

７．保険代理店業 

８．コンピュータシステム開発、販売 

９．建築資材・機械の販売 

１０．一般内外建築塗装 

１１．前各号に附帯関連する一切の業務 

 

(本店の所在地) 

第３条 当会社は、本店を岐阜県美濃市に置く。 

 

(公告方法) 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他

やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな

い場合には、官報に掲載する方法により行う。 
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第２章   株 式 

 

(発行可能株式総数)  

第５条 当会社の発行可能株式総数は、１０００株とする。 

 

(株式の譲渡制限)  

第６条 当会社の発行株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを株主

以外の者が譲渡によって取得するには、株主総会の承認を受け

なければならない。 

 

(相続人等に対する売渡しの請求)  

第７条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得

した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求するこ

とができる。  

 

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求) 

第８条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又

は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株

式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又

はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請

求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれ

がないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単

独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請

求することができる。 

 

(質権の登録及び信託財産の表示 ) 

第９条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求す

るには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記

名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消

についても同様とする。  

 

 (手数料 ) 

第１０条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料

を支払わなければならない。 

 



3 

 

 

(株主の住所等の届出 ) 

第１１条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若

しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所

及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変

更を生じたときも同様とする。 

 

(基準日 ) 

第１２条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記

録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関す

る定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の株主の権利を害しない場

合は、基準日後に募集株式の発行、会社合併、会社分割又は

株式交換及び株式移転により株式を取得した者は、定時株主

総会において議決権を行使することができる。 

３ 前各号のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使

すべき者を確定するため必要があるときは、臨時に基準日を

定めることができる。ただし、この場合には、その日の２週

間前までに公告するものとする。 

 

第３章   株 主 総 会 

 

(株主総会決議事項) 

第１３条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、

運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議

をすることができる。 

 

(招集) 

第１４条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内

に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、いつでも招

集することができる。 

 

(招集手続) 

第１５条 株主総会を招集するには、会社法第２９８条第１項第３号

又は第４号に掲げる事項を定めた場合を除き株主総会の日の

１週間前までに、議決権を行使することができる株主に対し

て招集通知を発するものとする。 

２ 前項の招集通知は、会社法第２９８条第１項第３号又は第

４号に掲げる事項を定めた場合を除き、書面ですることを要
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しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会におい

て議決権を行使することができる株主全員の同意があるとき

は、招集の手続を経ずに開催することができる。 

 

(招集権者及び議長 ) 

第１６条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締

役が招集し、その議長となる。ただし、代表取締役に事故あ

るときは、他の取締役がこれに代わる。 

２ 取締役全員に事故又は株主総会に出席できない特別の事情

のあるときは、出席株主のうちから選任された者がこれに代

わる。 

 

(決議の方法) 

第１７条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合

を除くほか、出席した議決権を行使することができる株主の

議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第３０９条第２項の定めによる決議は、法令又は定

款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

(株主総会の決議等の省略 ) 

第１８条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案

をした場合において、当該提案につき株主（当該事項につい

て議決権を行使することができるものに限る。）の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該

提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 

２ 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を

通知した場合において、当該事項を株主総会に報告すること

を要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報

告があったものとみなす。 
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(議決権の代理行使 ) 

第１９条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として

議決権を行使することができる。 

２ 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株

主総会毎に当会社に提出しなければならない。 

 

(議事録) 

第２０条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにそ

の他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及

び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名し、株主総

会の日から１０年間本店に備え置く。 

 

第 4章  取締役及び代表取締役  

 

(員数) 

第２１条 当会社の取締役は、１名以上とする。 

 

(選任及び解任の方法) 

第２２条 取締役は、当会社の株主の中から株主総会の決議によって

選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選

任することを妨げない。 

２ 取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

 

(任期 ) 

第２３条 取締役の任期は、選任後１０年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、その選任時

に存在する取締役の任期の満了すべき時までとする。 

 

(代表取締役及び社長 ) 

第２４条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役１名を置
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くものとし、株主総会の決議により定める。 

２ 代表取締役は社長とし、取締役１名のときは、当該取締役

を社長とする。 

３ 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括、執行する。 

 

(業務執行の決定) 

第２５条 当会社の業務は、取締役が複数ある場合には、取締役の過

半数をもって決定する。 

 

(報酬等及び退職慰労金 ) 

第２６条 取締役の報酬等及び退職慰労金は、株主総会の決議によっ

て定める。 

 

       第５章   計    算  

 

(事業年度 ) 

第２７条 当会社の事業年度は、毎年８月１日から翌年７月３１日ま

でとする。 

 

(剰余金の配当等) 

第２８条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最

終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者

に対し、金銭による剰余金の配当を支払う。ただし、未払配

当金には利息をつけない。  

２ 剰余金の配当がその支払の提供の日から３年を経過しても受

領されないときは、当会社は、その支払い義務を免れるもの

とする。 

 

第６章   附     則 

 

(設立に際して発行する株式) 

第２９条  当会社の設立に際して発行する株式の総数を６０株とする。 

 

(設立に際して発行する株式の発行価額 ) 

第３０条  当会社の設立に際して発行する株式の１株の発行価額は、

金５００００円とする。 
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(設立に際して出資される財産の価額及び資本金 ) 

第３１条  当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金３００万

円とする。 

２ 当会社の設立時資本金は金３００万円とする。 

 

(最初の事業年度 ) 

第３２条  当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から令和５年

７月３１日までとする。 

 

(設立時取締役等) 

第３３条  当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとお

りである。 

 

設立時取締役   岩原吾一 

 

岐阜県美濃市２９９３番地４ 

設立時代表取締役   岩原吾一 

 

(発起人の商号、本店及び割当てを受ける設立時発行株式の数等) 

第３４条  発起人の商号、本店及び割当てを受ける設立時発行株式の

数並びに設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は次の

とおりである。 

 

本 店  岐阜県美濃市東市場町２９９３番地の６ 

商 号  有限会社美濃塗装工業 

             

割当てを受ける株式数       ６０株 

払い込む金銭の額       金３００万円  

 

（法令の準拠） 

第３５条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に

従う。 
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以上、株式会社美濃ベースを設立するため、発起人 有限会社美

濃塗装工業の定款作成代理人である岡田和幸は、電磁的記録である

本定款を作成し、電子署名をする。 

 

令和４年７月１５日 

 

   発起人 本 店 岐阜県美濃市東市場町２９９３番地の６ 
       商 号 有限会社美濃塗装工業 

                      代表取締役 岩原吾一 

 

  

上記発起人 有限会社美濃塗装工業の定款作成代理人 

 

       岐阜県関市小瀬２３６０番地６ 

司法書士   岡  田  和  幸  


